
外国人住民に係る住民登録業務のあり方に関する
調査研究 最終報告（概要）

外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加える法制度改正等に伴う、市町村の
業務・システムに与える影響について調査し、各市町村の実情に応じた移行作業
の内容 特に システムの改修や窓口事務の見直し等についてとりまとめたもの

趣旨・位置づけ

の内容、特に、システムの改修や窓口事務の見直し等についてとりまとめたもの。
※大和総研ビジネス・イノベーションへの調査研究委託

目次と概要

１ 本報告の趣旨
２ 法制度改正の概要

３ 法制度改正が業務・システム

目次と概要

調査研究の趣旨及び改正住基法のポイントについて整理

法制度改正後の住基業務フローや仮住民票作成の業務
及び住基シ ムなど シ ム 影響に

に与える影響の全体像

４ 市町村のシステムの実態

５ 市町村における移行スケ

フロー及び住基システムなどのシステムへの影響につ
いて全体像を俯瞰

市町村のシステムの実態に応じて改修、移行負荷が異
なることを想定し、各市町村のシステムについて調査
を行い類型化

市町村が移行方針を検討するに当たり システム改修５ 市町村における移行スケ
ジュールの検討

６ 市町村の実情に応じたシステ
ム改修の標準仕様

市町村が移行方針を検討するに当たり、システム改修
やデータ移行に係る移行プロセスの流れについて、留
意点を整理

住基システムの改修に係る標準的な機能と類型ごとの
留意点を整理

７ 市町村の実情に応じた移行方
法等

８ 法制度改正に伴う窓口業務へ
の影響と対応

新制度へのデータ移行等の方法と類型ごとその他の留
意点を整理

法制度改正に伴う窓口業務の見直しに関する留意点
と関連する調査結果を整理

(参考) 戸籍の附票記載事項通知
に関するシステム改修要件

※調査研究に当たり実施したアンケート調査結果を添付 1



１ 本報告の趣旨

法制度改正に伴う市町村の業務・システムに与える影響について調査し、各市町村の実情

に応じた移行作業の内容（システムの改修 窓口事務の見直し等）について取りまとめたに応じた移行作業の内容（システムの改修、窓口事務の見直し等）について取りまとめた

もの。従前、「中間報告Ⅰ」「中間報告Ⅱ」を取りまとめ、これらに対する各方面からの

意見を踏まえ「最終報告」としたもの（Ｐ１～）。

外国人住民の利便性増進及び市町村等の行政の合理化を目的として、外国人住民を住基

法の適用対象に加える法制度改正がなされた。その概要について記載（Ｐ４～）。

２ 法制度改正の概要

３ 法制度改正が業務・システムに与える影響の全体像

●法制度改正後の住基業務フローや仮住民票作成の業務フロー及び住基シス
テムなどのシステムへの影響について全体像を俯瞰。

（１）業務・システムの全体像（Ｐ９～）
今回の法制度改正による業務・システムの全体像の変化について、｢住基業務の追加異動｣｢住基業

務の減少異動｣の機能情報関連図を取上げて記載。

（２）法制度改正後の業務の流れ（Ｐ１３～）
転入、転出、法務大臣からの通知に関する異動という代表的な業務を例に、外国人住民に係る事務

処理の業務フローについて記載。また、仮住民票作成業務の流れについて記載。

（３）住基システム（Ｐ２３～）（３）住基システム（Ｐ２３ ）
住基システムのデータベースや住民票のレイアウト等に変更が発生するため、住民票の記載事項に関

する影響について記載。

（４）外国人登録システム（Ｐ３２～）
法制度改正に伴うデータ移行等の外国人登録システムに係る検討事項について記載。

（５）関連システム（Ｐ３３～）（５）関連システム（Ｐ３３～）
外国人住民の氏名等の情報を住基システムに記録することに伴う、住基システムと連携している関連

システム（国民健康保険、児童手当、生活保護など）の見直しについて記載。
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４ 市町村のシステムの実態

●市町村の住基システム等のシステムの実態は千差万別。
システム改修 デ タ移行の検討に資するよう複数の観点から類型化→システム改修・データ移行の検討に資するよう複数の観点から類型化。

類型A-1

観点１ 観点２ 観点３

類型A 1のイメ ジ

構成比

（１）住基システムの改修に係る類型 （Ｐ３６～）

汎用機
(オフコン)

住基ＤＢは個
人レコードの
みで管理

住基ＤＢは世
帯レコードで
管理

住基システム
は独自開発

類型A 1 類型A-1のイメージ：
大規模市などのケースで、スクラッチ
開発やカスタマイズが多いシステムで、
その程度によっては改修、移行負荷が
高いケース

類型A-2のイメージ：
大規模市などのケースで、大規模な
レガシー・システムなどで、改修、
移行負荷がさらに高いケース

類型A-2

類型A-3

12.9%

12.0%
(オフコン) 管

住基システム
はノンカスタ
マ イ ズ パ ッ
ケージ

移行負荷がさらに高いケース

住基システム
は独自開発

類型B-1 類型B-1のイメージ：
システム更改がなされたが、市町村の特性に合わせた独自開
発・カスタマイズが必要なケースで、中規模・大規模自治体
のケース

類型A-3のイメージ：
汎用機・オフコンで、カスタマイズを
加えない該当市町村が少ないケース

類型A 3

4.2%

37.5%

オ ー プ ン 系
サーバ 住基システム

はノンカスタ
マ イ ズ パ ッ
ケージ

類型B-2

類型B-2のイメージ：
システム更改がなされ、市町村の特性に合わせた独自開発・
カスタマイズを行わずに業務がなされているケースで、中規
模・小規模自治体のケース

のケ ス

33.4%

（２）データ移行に係る類型 （Ｐ４９～）

外国人登録システム
あり

類型C-1

その他

文
字
コ
ー
ド

本
名
の
桁
数

簡
体
字
・
中
国

字

C-1のイメージ：
外国人登録者数が比較的多く、外国人登録システム
で外国人登録者のデータを管理する市町村。

観点

（２）デ タ移行に係る類型 （Ｐ４９ ）

70.0%

構成比

外国人登録システムな
し

類型C-2

C-2のイメージ：
宛名管理や印鑑登録用に住基システムに便宜的に外国
人のデータを保持(住登外管理)又は表計算ソフト等の
汎用ソフトウェアでデータを管理している市町村。

国
漢

電子データで外国人登
録者のデータを管理

30.0%

外国人登録原票で外国
人登録者
のデータを管理

類型C-３

C-3のイメージ：
外国人登録原票のみでデータを管理してい
る外国人登録者数が少ない市町村。

30.0%
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５ 市町村における移行スケジュールの検討

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度

（１）全体スケジュールイメージ （Ｐ６３～）

２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

▲ 法公布
第1号施行日

地方団体等に対する新制度の周知・説明

政令 省令 運用通知

実務研究会

(国の対応)

(市町村の対応)

基準日

２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ１Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ

△本報告
適用日

１Ｑ

外国人住民に対する周知 広報

外国人登録情報の正確性確保・データ整備

(改修、移行負荷の高いケース)

現状確認 システムの改修(第6章) システム改修検討

仮住民票作成
データ移行(第7章)

(改修、移行負荷の低いケース)

システムの改修システム改修検討現状確認

仮住民票作成

(第6章)

移行検討

外国人住民に対する周知・広報

移行検討

（２）移行プロセスフロー （Ｐ６４～）

※基準日、第1号施行日、適用日は現時点では未定 (第1号施行日は公布日より３年以内)
※外国人住民については、適用日までは、住基ネットの連携は行わない（法附則第9条）。

データ移行(第7章)
移行検討

方針確認・決定
法制度改正に伴う窓口業務の見直し(第8章) 

実務検討 教育・研修

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(1) 現状 確認(1) 現状の確認(1) 現状の確認

汎用機系独自開発
（個人レコード）

汎用機系独自開発
（世帯レコード）

オープン系
独自開発

オープン系ノンカス
タマイズパッケージ

対応方針検討
対応方針検討

A-1 A-2 B-1 B-2
汎用機系ノンカス
タマイズパッケージ

A-3

外国人登録システムで
外国人登録者のデータを管理

C-1
電子データで

外国人登録者のデータを管理
外国人登録原票で

外国人登録者のデータを管理

C-3C-2

第
五

(2) 住基システムの改修方法の決定

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(2) 住基システムの改修方法の決定

基準日

の準備

基準日
の準備

(3) 外国人登録者のデータ移行方法の決定

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(3) 外国人登録者のデータ移行方法の決定

ａ ノンカスタマイズ
パッケージを
バージョンアップ

ｂ 独自開発の住基
システムを改修

( 個人レコード）

ｃ 独自開発の住基
システムを改修
（世帯レコード）

A-3/B -2 A-1/B -1 A-2

ｅ 移行ツールによる
データ移行

C-1/C -2
ｅ 移行ツールによる

データ移行

C-1/C -2
ｄ 手作業での入力による

データ移行

C-1～ C-3
ｄ 手作業での入力による

データ移行

C-1～ C-3

五
章

データ移行データ移行データ移行データ移行

(5) 仮住民票作成に係るデータ移行

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(5) 仮住民票作成に係るデータ移行

(4) 法制度改正に対応した住基システムの改修

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(4) 法制度改正に対応した住基システムの改修

基準日基準日

第
六
章

(6) 仮住民票から住民票への移行

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(6) 仮住民票から住民票への移行

(7) 外国人住民に係る住基ネット対応

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(7) 外国人住民に係る住基ネット対応
適用日適用日

第１号

施行日

第１号
施行日

第
七
章
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６ 市町村の実情に応じたシステム改修の標準仕様

●外国人住民を住民票の対象とすることに伴う既存住基システムの改修に係る
標準的な機能と類型ごとの留意点を整理

（１）基本要件（Ｐ７０～）
基本となるシステム改修要件の概要を記載。

（２）主要機能要件（Ｐ７１～）
異動処理（増処理 減処理及び増減なし処理） 証明発行処理（住民票の写し発行処理及び転出異動処理（増処理、減処理及び増減なし処理）、証明発行処理（住民票の写し発行処理及び転出

証明書発行処理）、通知、一括処理、関連システム連携処理及び住基ネット連携処理における住基シ
ステムの主要機能要件その他必要な検討事項を記載。

（３）主要帳票要件（Ｐ９０～）
住基システムの主要帳票要件（住民票の写しや転出証明書の記載項目、住民基本台帳の一部の写し

の閲覧などに係る留意点）を記載。

（４）主要データ項目要件（Ｐ９４～）
住基システムのデータベースへの格納項目やその設定内容などを記載。

（５）法務大臣と市町村長との情報のやりとりに係る機能要件（Ｐ９６～）
法務省の出入国管理システムを通じて行われる予定である法務大臣と市町村長との情報のやりとりに

係る想定機能を記載。

７ 市町村の実情に応じた移行方法等

●新制度へのデータ移行等の方法と類型ごとその他の留意点を整理

（１）基準日における仮住民票作成の際のデータ移行に係る作業（Ｐ１０３～）
仮住民票作成の際のデータ移行について、「手作業での入力によるデータ移行｣と「移行ツールによ

るデータ移行｣とに場合を分けて記載。

（２）施行日における仮住民票から住民票への移行に係る作業（Ｐ１１２～）
仮住民票から住民票への移行作業の内容及びシステム検討事項について記載。

（３）施行日から適用日までに係る作業（Ｐ１１６～）
住基ネット・カード適用に係る作業内容及びシステム検討事項について記載。

（４）データ移行に係るその他留意事項（Ｐ１１９～）
外国人登録システムからの文字コード変換、文字同定等について記載。

5



８ 法制度改正に伴う窓口業務への影響と対応

●法制度改正に伴う窓口業務の見直しに関する留意点と関連する調査結果を
整理

（１）法制度改正に伴う窓口業務の見直し（Ｐ１２２～）
法制度改正に伴う市町村の窓口業務の見直しに際し、影響を与える事項（本庁の窓口同一化、支

所・出張所における窓口業務の実施、各種行政サービスに係る手続きのワンストップ化）に関する対応
の方向性について記載。

（２）総合窓口への取組事例の紹介（Ｐ１２７～）
ヒアリング調査を通じて把握した総合窓口の取組みについての分析、法制度改正に伴う窓口業務の見

直しへの示唆について記載。

関連条文や参考資料等、新制度に関する詳細は、
当室のホームページをご覧ください。

http://www soumu go jp/main sosiki/jichi gyousei/c gyousei/zairyu html
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